
 令和７年度   
労災保険制度・レセプト
請求・各種届出に関する
留意点について



労災保険とは

労災保険制度について

業務上又は通勤途上に被災した労働者の

傷病に対して、

１ 迅速な治療

２ 早期の職場復帰を図る ことを目的と

して、被災労働者に補償を行う保険です。
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第２条の２（労働者災害補償保険）

労働者災害補償保険法

業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、

疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほ
か、社会復帰促進等事業を行うことができる。

労災保険制度

①  治ゆ（症状固定）

②  再発

③  療養に関する給付の流れ
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労災保険における

   傷病が「治ったとき」 とは 

① 労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・

組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものでは

なく、傷病の状態が安定し、医学上一般に認められた医療を行

っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。

   この状態を労災保険では「治ゆ（症状固定）」といいます。

② 傷病の状態が、「投薬・理学療法等の治療により一時的に回復

がみられるにすぎない場合」（いわゆる一進一退の状態）など

  たとえ症状が残存している場合でもあっても、医療効果が期待

  できない と判断される場合には、労災保険では「治ゆ（症状固

定）」として、それ以降は療養(補償)給付を支給しないこととな

っています。 3



労災保険の療養の範囲として認められたものをいいます。

従って、実験段階又は研究過程にあるような治療方法は、ここに

   いう医療には含まれません。

「医学上一般に認められた医療」とは 

「医療効果が期待できなくなったとき」とは 

その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなった状態をいいます。

従って、その傷病が安定し、投薬・理学療法等の治療により一時的

な症状の回復がみられるにすぎない場合は、医療効果が期待できない

ものと判断します。
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「治ゆ（症状固定）」の例  

例１ 骨折で骨ゆ合した場合であって､疼痛などの症状が残っていて

もその症状が安定した状態となり､その後の療養を続けても改善

が期待できなくなった場合

例２ 骨ゆ合後の機能回復療法として理学療法を行っている場合に、

治療施行時には運動障害がある程度改善されるが、数日経過す

ると、元の状態に戻るという経過が一定期間にわたってみられ

るとき。

例３ 頭部外傷が治った後に外傷性てんかんが残り、治療によって

も、てんかん発作が完全に抑制できない場合であっても、その

症状が安定し、療養を続けてもそれ以上てんかん発作の抑制が

期待できなくなったとき。
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「治ゆ（症状固定）」の例  

例４ 外傷性頭蓋内出血に対する治療後、片麻痺の状態が残って

も、その症状が安定し、その後の療養を続けても改善が

期待できなくなったとき。

例５ 腰部捻挫による腰痛症の急性症状は消退したが、疼痛など

の慢性症状が継続している場合であっても、その症状が安定

し、療養を続けても改善が期待できなくなったとき。

※症状固定を行う上で、これ以後も定期的な症状のケアを必要

とする場合に、上記例３・４のように傷病によっては、アフ

ターケア制度（措置範囲の制限有）が設けられています。

詳しくは、インターネット検索で「労災アフターケア制度」

と入力したうえで、資料をご参照ください。
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再 発
「治ゆ」後、症状が再び増悪し治療の必要が生じた場合。

増悪した部分を治ゆ時の状態に回復させるまでの療養が対象

となります。

  被災労働者は、当初の傷病の継続として治療を受けられるが、

監督署長の認定が必要。

再発の認定

１ 業務以外の原因によるものではないと認められること。

２   治ゆ時の状態からみて明らかに症状が悪化していること。

３   療養によってその症状が改善される見込みがあると医学的に

認められること。
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療養に関する給付の流れ
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文書の様式

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に

使用する文書の様式を定める件

規則第１８条 の５ 第１項 の請求書

➡ 様式第１６号の３（通勤災害・初診）

規則第１８条 の５ 第２項 の届書

➡ 様式第１６号の４（通勤災害・ 転医）

規則第１２条 第１項 の請求書

                  ➡ 様式第５号（業務災害・初診）

規則第１２条 第３項 の届書

➡ 様式第６号（業務災害・ 転医）
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付請求書 (様式第５号）

10

※住所氏名等の記入漏れがないか確認してください。
まれに氏名欄に所属事業場の代表者等の名前を誤って記入さ
れているのが見受けられますが不可ですので、近くの余白に
被災者の氏名を書いていただくようご説明ください。



療養給付たる療養の給付請求書 （様式第１６号の３）
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※住所氏名等の記入漏れがないか確認してください。
まれに氏名欄に所属事業場の代表者等の名前を誤って記入さ
れているのが見受けられますが不可ですので、近くの余白に
被災者の氏名を書いていただくようご説明ください。



療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付請求書 （様式第５号）（拡大）
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⑤労働保険番号
⑨生年月日
⑩負傷年月日
※レセプトへの転記誤りがないよう注意



療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
（様式第６号）
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療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
（様式第１６号の４）
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療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
（様式第６号） （拡大）
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①労働保険番号または②労災年金証書番号
③生年月日
④負傷年月日
※レセプトへの転記誤りがないよう注意してください。
なお、傷病（補償）年金の場合、①は記入せず、②の労災年
金証書の番号を記入してください。



療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届
（様式第６号）（拡大）
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△△△病院

○○○病院

労災指定医番号の記載があるか、
労災指定病院であるか、必ず確認
してください。



療養補償給付及び複数事業労働者
療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届
（様式第６号）（拡大）
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○○○病院

②年金証書の番号の記載があるか、
必ず確認してください。

傷病（補償）年金へ移行する場合



文書の様式の提出パターン

例１ ①指定病院 ➡ ②指定病院 ➡ ③指定病院

①様式５号（１６号の3）➡ ②様式６号（１６号の４）➡

③同左

例３ ①指定病院 ➡ ②指定病院 ➡ ①指定病院（戻り）

①様式５号（１６号の3）➡ ②様式６号（１６号の４）    

➡ ①継続中、且つ、相当期間の空白がなければ提出不要

例２ ①非指定病院 ➡ ②指定病院 ➡ ③指定病院

※①様式７号（１６号の５）➡ ②様式５号（１６号の３）

➡ ③様式６号（１６号の４） ※提出先は管轄の監督署

例４（特殊）①指定病院 ➡ ②指定病院

①自賠責保険 ➡ ②様式５号（１６号の３）

18※各例示の上段は指定or非指定病院の区分、下段は提出する様式の種類



労災診療費の算定

労災保険の算定については、原則、健康保険の

診療報酬点数表に従って算定しますが、以下の内
容については、労災保険独自の基準により算定す
ることとなっています。

初診料、療養の給付請求書取扱料、救急医療
管理加算、外来管理加算の特例、四肢に対する
特例、処置、リハビリテーションなどがありま
す。

19



直近（令和６年度）に
改正された労災診療費
算定基準について
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①令和６年４月からの診療に適用

21

労災電子化加算



②令和６年６月からの診療に適用
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労災診療費請求書の作成に当たって

３ その他レセプト作成時の注意事項等

１ 請求書・レセプトの編綴順序

２ 記入要領

令和７年度版 労災診療費算定実務講座
請求手続き P205～参照
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初回分

請求書・レセプトの編綴順序

第1
6

号
の4

通
勤
災
害

レ
セ
プ
ト

第
６
号

業
務
災
害

レ
セ
プ
ト

第1
6

号

の3

通
勤
災
害

レ
セ
プ
ト

第
５
号

業
務
災
害

レ
セ
プ
ト

請
求
書

傷病(補償)年金短期給付

令和７年度版 労災診療費算定実務講座  P210参照 30



第1
6

号
の4

通
勤
災
害

レ
セ
プ
ト

請求書・レセプトの編綴順序

第
６
号

業
務
災
害

レ
セ
プ
ト

第1
6

号
の
４

通
勤
災
害

レ
セ
プ
ト

第
６
号

業
務
災
害

レ
セ
プ
ト

請
求
書

傷病(補償)年金短期給付

継続分（第２回目以降）

※ 「転医始診」の場合、様式第６号 又は
様式第16号の４ を添付

31
令和７年度版 労災診療費算定実務講座  P211参照



・黒のボールペンを使用

・標準字体で枠の中に大きめに記入

・書き損じた場合

※請求書の｢請求金額｣欄･･･訂正不可

文字の記入例

記 入 要 領
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令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P205参照



労働者災害補償保険診療費請求書

33

記 入 要 領

ホッチキス止めなどしないでください。

指定医番号

金額の頭に  マーク
添付レセプトの

枚数

添付レセプトの

最新の診療年月

既穴

労働  一男     ○○

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P208・209参照



診療費請求内訳書（レセプト）
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記 入 要 領

請求回数
○○○病院

必ず記入

必ず枝番号まで記入

負傷又は発病年月日

金額の頭に

マークは不要

左足第５趾骨折

積み荷を左足に落とし来院。左足第５趾
骨折に対しギプス固定し経過観察中。

 傷病名と経過を記入

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照



記 入 要 領

療養の給付請求書
様式第５号（業務災害用）、様式第１６号の３（通勤災害用） の場合

初診 → １ 再発 → ７

指定病院等変更届
様式第６号（業務災害用）、様式第１６号の４（通勤災害用） の場合

転医始診 → ３

上記以外

継続 → ５

新継再別コード 初診：１
再発：７
転医始診：３
継続：５

診療費請求内訳書（レセプト）
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令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照



診療費請求内訳書（レセプト）

記 入 要 領

○○○病院

治ゆコード：１

誤：R7年９月３０日
正：R7年９月２２日

※令和7年9月２２日を治ゆ（症状固定）日と

 した場合

左足第５趾骨折

36

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照



診療費請求内訳書（レセプト）

記 入 要 領

左足第５趾骨折

   積み荷を左足に落とし来院。左足
第５趾骨折に対しギプス固定し経過観
察中。

 

  労働  一男     ○○

△△△ 株式会社

○○            ○○

※休業証明料のみを請求する場合

休業証明期間

「999」を記入

○○○病院

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照

37

必ず記入



診療費請求内訳書（レセプト）

記 入 要 領

左足第５趾骨折

積み荷を右足に落とし来院。左足第５
趾骨折に対しギプス固定し経過観察中。

 

労働  一男    ○○

○○○病院

文書作成日

3

38

△△△ 株式会社

○○ ○○

必ず記入

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照

※症状照会文書料を

請求する場合



記 入 要 領

診療費請求内訳書（レセプト）

○○○病院

労働  一男    ○○

△△△ 株式会社

○○            ○○

左足第５趾骨折

令和7年9月22日症状固定と判断し、
障害診断書を作成した。

※障害診断書料のみを

請求する場合

文書作成日

〇

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照
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診療費請求内訳書（レセプト）

記 入 要 領

左足第５趾骨折

積み荷を右足に落とし来院。左足第５
趾骨折に対しギプス固定し経過観察中。

 

○○○病院下記のように印字ずれがあると読み取れません。

40

4

数字の記入は帳票種別番号

34722のように枠内に記

入してください。

令和７年度版 労災診療費
算定実務講座 P206・207参照



その他レセプト作成時の注意事項

・レセプトの摘要欄に書ききれないとき

所定様式の ｢続紙｣ を使用。

・請求点数１０万点以上のレセプト

症状詳記、日計表 を添付。
また、手術が複数の手術野に及ぶ場合は
手術記録やX線等画像も併せて添付。

・添付書類の大きさ

レセプトサイズ（A４サイズ）に合わせる。
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電子レセプトの添付書類

・様式第５号等「療養の給付請求書」

・様式第６号等「指定病院等変更届」

・労災リハビリテーション評価計画書

等の紙媒体

毎月１０日までに分室あて郵送
必着のこと。

42



「労災リハビリテーション計画書」について

患者氏名：　　　　　　　　　　　男・女 生年月日（西暦）　　　年　　　月　　　日

原因疾患

治療目標等

（３）　その他特記事項

医療機関名 医　　　師

印　　

労災リハビリテーション評価計画書

【　心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器　（該当するものに○をして下さい）　】

　リハビルテーション起算日（発症日、手術日、急性増悪の日、治療開始日）

年　　　　　月　　　　　日

注１　本計画書は、制限日数を超えた日の属する請求月以降、毎月の診療費請求内訳書に添付すること。

注２　前回評価計画書作成日からの改善・変化等の記載については、初回評価計画書作成日においては不要
　　であること。

現在の評価及び前回評価計画書作成日（　　　年　　　月　　　日）からの改善・変化等

（１）　制限日数を超えて行うべき医学的所見（必要性・医学的効果等）

（２）　目標到達予想時期：　　　　　年　　　　月頃

評価計画書作成日：　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日

治療目標等

（１）標準的算定日数を超えて行うべき
医学的所見（必要性・医学的効果等）

（２）目標到達予想時期： 年 月頃

（３）評価計画書作成日 年 月 日

43



レセプト審査に当たって

・手術記録、レントゲン写真等

先に説明しました４１ページのその他
レセプト作成時の注意事項にて、複数
の手術野に及ぶ場合は添付をお願いす
る旨記載していますが、それ以外の単
部位手術等の場合でも、診療指導委員
会の先生方からの求めにより送付をお
願いする場合があります。

44



労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用１／２

提出用２／２

45

これら様式は複写式のため、ダウン
ロードできませんので、労働局にて
直接取得（請求）してください。



労災指定病院等登録（変更）報告書

提出用裏面

提出年月日、名称、代表者名を記入して
 下さい。

提出年月日 年 月 日

指定病院等の名称

代表者の氏名            

様式第２０号・２１号  裏面

46



労災指定病院等登録（変更）報告書

それぞれに
指定医番号
を記入

47

提出用１／２

提出用２／２



入院室料額届

48

※室料額は消費税を

除いた金額を記入



労災保険指定医療機関休止･辞退届

49



労災保険指定医療機関休止･辞退届

例：閉院のため

令和7年9月30日

50



労災レセプトは
オンライン請求が便利です

届け出・設定などの詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

労災レセプトをオンライン請求にすると、導入支援金を受け

ることができます。

詳しくは,こちらのURLをご覧ください。

労災レセプトオンライン化ナビ

https://www.rourece.mhlw.go.jp/

労災指定医療機関・労災指定薬局の皆様へ

厚生労働省・都道府県労働局

労災レセプト電算処理システム

51

https://www.rourece.mhlw.go.jp/


オンライン請求開始の流れについては、
届出様式の取得も含めて、
厚生労働省HPをご覧ください。

労災オンライン請求

オンラインによる請求の場合 | 厚生労働省

メ※「（労災）電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」
もダウンロードできます。

52



53
※医療機関コードは厚生局から振り出された番号ですのでお間違えのないよう記入ください。

もし、番号が誤っていた場合は、初期設定の際に連携できずエラーとなり再度届出が必要となります。



診療費関係のお問い合わせの際のお願い

54

1   お問い合わせ先について（違う場所にありますのでそれぞれにお掛けください。）

（１）福岡労働局労災補償課分室 092-433-7225

 労災の診療費算定やレセプト請求に関すること、指定医療機関等
 の新規申請や変更届、電子申請利用の届出に関すること。

（２）福岡労働局労災補償課 092-411-4799

 労災のアフターケア制度や当該レセプト請求に関すること、労災
 二次健康診断の給付や費用請求に関すること。

２ 労災の診療費算定やレセプト請求、内容に関するお問い合わせについて

労災診療費の内容審査等は、医療機関毎に担当者が決められており、
当局の非常勤職員である専門員が担当しております。
ついては、これらに関するお問い合わせの際は、個別の内容のこと

が多いため、９時から１６時３０分までの間にお問い合わせしていた
だくようご協力をお願いします。
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